
平成２６年度 財政援助団体等監査実施計画書 
 

監査の種別 財政援助団体等監査 

監査の対象 

１ 財政援助団体 

財政援助団体 所管局 

「音楽のまち・かわさき」推進協議会 市民・こども局

川崎市救急告示医療機関協会 健康福祉局 

 

２ 出資団体 

出資団体 所管局 

公益財団法人川崎市国際交流協会 総務局 

川崎冷蔵株式会社 経済労働局 

川崎臨港倉庫埠頭株式会社 港湾局 

公益財団法人川崎市消防防災指導公社 消防局 

 

３ 指定管理者及び指定管理施設 

指定管理者 指定管理施設 所管局 

公益財団法人川崎市国際交流協会・株式会社東急コミュニティー共同事業体 川崎市国際交流センター 総務局 

川崎市文化財団グループ*１ 川崎シンフォニーホール 

市民・こども局
川崎市文化財団グループ*２ 川崎市アートセンター 

株式会社藤子ミュージアム 川崎市藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム 

一般社団法人富士見町開発公社 川崎市八ヶ岳少年自然の家 

公益財団法人川崎市産業振興財団・三井物産ファシリティーズ株式会社共同事業体 かわさき新産業創造センター 経済労働局 

太平洋總業サービス株式会社 多摩川緑地バーベキュー広場 

建設緑政局 
川崎市ビルメンテナンス業協同組合 市営自転車等駐車場南部ブロック  

川崎市交通安全協会・ＮＣＤ共同事業体
市営自転車等駐車場中部ブロック  

市営自転車等駐車場北部ブロック  

社会福祉法人大慈会 
川崎市みぞのくち保育園 

川崎市くじ保育園 
高津区役所 

*１ 

 

*２ 

代表者 公益財団法人川崎市文化財団 

構成員 株式会社シグマコミュニケーションズ、サントリーパブリシティサービス株式会社  

代表者 公益財団法人川崎市文化財団 

構成員 学校法人東成学園、学校法人神奈川映像学園 
 

監査の範囲 

主として平成２５年度執行に係る出納その他の事務。 

ただし、財政援助団体については本市からの財政援助に係る事務、指定管理者

については公の施設の管理に係る事務を監査の範囲とする。 

監査の期間 平成２６年９月１日から同年１１月下旬まで 

監査の項目 

・ 

着眼点など 

１ 財政援助団体監査 

補助等の対象となっている事業が目的に沿って適正かつ効果的に行われてい

るかを主眼として監査を実施する。 

(1) 所管部局関係 

ア 補助金の決定、交付目的、補助対象事業の内容、額の決定、交付方法、時

期、手続等は適正か。 

イ 補助金の効果及び条件履行の確認は実績報告書等により行われ、適切に審査

しているか。 



ウ 補助金交付団体への指導監督は適時適切に行われているか。 

(2) 財政援助団体関係 

ア 補助金の交付申請書の提出及び補助金の請求、受領は適時に行われている

か。 

イ 事業は、計画及び交付条件に従って実施され、十分効果が上げられている

か。また、補助対象事業以外に流用されていないか。 

ウ 出納関係帳票の整備、記帳は適正か。また、領収書等の証拠書類の整備、保

存は適切か。 

エ 補助金に係る収支の会計経理等は適正か。 

オ 補助金の実績報告書の内容は実績を十分把握でき、また、提出時期は適切

か。 

カ 精算報告は適正に行われているか。また、精算に伴う返還金の返還時期等は

適切か。 

 

２ 出資団体監査 

出資や出えんの目的に沿って適切に運営されているか、会計経理等が適正に

行われているかを主眼として監査を実施する。 

(1) 所管部局関係 

ア 出資目的及び出資金額等は妥当か。 

イ 出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し、適切な指導監督を行ってい

るか。 

ウ 出資団体の役員会や内部監査等の実施状況について十分に把握しているか。

(2) 団体関係 

ア 設立目的（出資目的）に沿った事業運営が行われているか。 

イ 経理規程等諸規程は整備されているか。 

ウ 決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。 

エ 事業成績、財政状況は適正に決算諸表等に表示されているか。 

オ 会計経理及び財産管理は適切か。 

カ 資金の運用は適切か。 

キ 法令等に基づき、役員会等が開催され、十分に機能しているか。 

 

３ 指定管理者監査 

公の施設の管理に係る業務がその目的に沿って適正に執行されているかを主

眼として監査を実施する。 

(1) 所管部局関係 

ア 協定書等には、必要事項が適正に記載されているか。 

イ 事業報告書の点検は、適切になされているか。 

ウ 自主事業は適切に行われ、その収支状況は適切に把握されているか。 

エ 指定管理者に対して適時かつ適切に報告を求め、調査し、又は指示を行って

いるか。 

オ 指定管理者の経営状況等の把握に努めているか。 

(2) 指定管理者関係 

ア 施設は、関係法令の定めるところにより適切に管理されているか。 

イ 協定等に基づく義務の履行は、適切に行われているか。 

ウ 指定管理業務の報告は、適時適切に行われているか。また、報告の内容は必

要かつ十分なものとなっているか。 

エ 経営の安定性は確保されているか。 

オ 市民の平等な利用が確保されているか。 

カ 市民サービスの向上及び経費の節減が図られているか。 

キ 利用料金制度を採用している場合には、利用料金の設定等は適正になされて



いるか。 

ク 自主事業は適切に行われ、収支状況は明確になっているか。 

ケ 共同事業体においては、代表者が構成員と効率的な連携を図り、また、構

成員の収支状況を適切に把握しているか。 

コ 公の施設の管理に係る会計経理は、他の事業会計と明確に区分され、適正

に管理されているか。また、本部経費や剰余金の取扱いは適切になされて

いるか。 

サ 公の施設の管理に係る出納関係帳簿、記帳は適正になされているか。ま

た、領収書類の整備、保存は適切になされているか。 

シ 公の施設の管理に係る管理規程、経理規程等の諸規程は、整備されている

か。 

 

４ 方法 

監査方法は、対象団体ごとの事業実態や特色を踏まえたうえで、書類審査、

関係者への質問、現地調査等の方法により行う。また、公認会計士等の専門的

知見を活用する。 

 

監査の日程 
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